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書式30：工事請負契約約款（施設工事） 

工事請負契約約款 

（総則） 

第1条 発注者及び受注者は、この工事請負契約約款（以下「約款」という。）及び設計図書（別

冊の図面、仕様書、入札者に対する指示書等をいう。以下同じ。）に従い、日本国の法令を

遵守し、この契約（注文書、約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同

じ。）を履行しなければならない。 

2 受注者は、注文書記載の工事を注文書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡

すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 

3 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 

（請負代金内訳書及び工事費構成内訳書） 

第2条 受注者は、この契約を締結した日の翌日から14日以内に、設計図書に基づいて請負代金

内訳書及び工事費構成内訳書（以下「内訳書」という。）を作成し、発注者に提出しなけれ

ばならない。 

2 内訳書には、材料費、労務費、法定福利費（建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主

負担額をいう。）、安全衛生経費（建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法

律（平成28年法律第111号）第10条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する

経費をいう。）並びに建設業退職金共済契約（中小企業退職金共済法（昭和34年法律第160号）

第2条第5項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るものをいう。）に係る

掛金を明示するものとする。 

3 請負代金内訳書及び内訳書は、約款の他の条項において定める場合を除き、発注者及び受注

者を拘束するものではない。 

 

（適正な労務費の確保等） 

第2条の2 発注者及び受注者は、内訳書に明示される労務費が、労務費に関する基準（建設業法

（昭和24年法律第100号）第34条第2項に基づき中央建設業審議会が勧告する基準をいう。以下

同じ。）を踏まえた適正な労務費であることを確認する。 

2 発注者は、前項の内訳書に明示された労務費を含む請負代金額を受注者に支払わなければな

らない。 

3 受注者は、次に掲げる事項を行わなければならない。 

一 適正な賃金をその雇用する技能者に支払うものとすること。 

二 労務費に関する基準を踏まえた適正な労務費を直接下請契約を締結する者（次号において

「下請負人」という。）に支払うものとすること。 

三 下請負人との間で、次に掲げる事項を約する契約を締結すること。 

イ 下請負人が適正な賃金をその雇用する技能者に支払うこと。 

ロ 下請負人が労務費に関する基準を踏まえた適正な労務費を当該下請負人が直接下請契

約を締結する者（ハにおいて「再下請負人」という。）に支払うこと。 

ハ 下請負人が、再下請負人との間で、建設工事標準下請契約約款第二条の二に定める事項

を含む契約を締結すること。 

ニ 受注者からの求めに応じて、イ及びロの支払並びにハの契約を締結したことに関する書
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面を提出すること。 

4 発注者は、受注者に対して、適正な労務費の確保等のためその他必要があると認められると

きは、理由を付して、相当の期間を定めて、次に掲げる書面の提出を求めることができる。 

一 前項第一号の支払に関する書面 

二 前項第二号の支払に関する書面 

三 前項第三号の契約を締結したことに関する書面 

5 受注者は、前項の規定による請求があったときは、前項各号に掲げる書面を提出するものと

する。 

 

（一括委任又は一括下請負等の禁止） 

第3条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発

揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 

 

（下請負人の通知） 

第4条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求す

ることができる。 

 

（下請負人の健康保険等加入義務等） 

第4条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者（建設業法第2条第3項に定め

る建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」とい

う。）を下請負人としてはならない。 

一 健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出 

二 厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出 

三 雇用保険法（昭和49年法律第116号）第7条の規定による届出 

2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号

に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。 

 一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合 

  イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合

その他の特別の事情があると発注者が認める場合 

  ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出を

し、当該事実を確認することのできる書類（以下「確認書類」という。）を、受注者が発

注者に提出した場合 

 二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合 

  イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合

その他の特別の事情があると発注者が認める場合 

  ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日の翌日から30日（発注者

が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると

認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間）以内に、受注者が当該確認書類を

発注者に提出した場合 

 

（現場代理人及び主任技術者等） 
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第5条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところに

より、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更し

たときも同様とする。 

一 現場代理人 

二 主任技術者 

三 専門技術者（同法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。） 

2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、

設計図書に示したものを除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができ

る。 

3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限

の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理

人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。 

4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行

使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければ

ならない。 

5 現場代理人、主任技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。 

 

（支給材料及び貸与品） 

第6条 発注者が受注者に支給する工事材料（以下「支給材料」という。）及び貸与する建設機

械器具（以下「貸与品」という。）の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡

時期は、設計図書に定めるところによる。 

2 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 

3 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用と

なった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。 

 

（契約の変更及び解除） 

第7条 発注者は、必要があるときは、契約の変更又は解除をすることができる。ただし、契約

の変更又は解除により受注者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 

2 受注者は、やむを得ない理由があるときは、契約の変更又は解除を請求することができる。

ただし、契約の変更又は解除により発注者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなけれ

ばならない。 

3 発注者及び受注者は、前2項の契約の解除が相手方の責によるものの場合には、相手方に損害

の賠償を請求することができる。 

4 契約の変更又は解除に伴い、発注者が損害の賠償金を受領する場合には、発注者が受注者に

支払うべき代金と相殺することができる。 

 

（第三者に及ぼした損害） 

第8条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなけれ

ばならない。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについ

ては、発注者が負担する。 
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（検査及び引渡し） 

第9条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 

2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日の翌日から14日以内に工

事の完成を確認するための検査を完了しなければならない。 

3 受注者は、前項の検査によって工事の完成が確認された場合、確認された日をもって発注者

に当該工事目的物を引渡すこととする。 

4 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなけ

ればならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適

用する。 

 

（請負代金の支払い） 

第10条 受注者は、前条第2項（同条第4項後段の規定により適用される場合を含む。）の検査に

合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。 

2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日の翌日から40日以内に請

負代金を支払わなければならない。 

 

（部分使用） 

第11条 発注者は、第9条第3項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を

受注者の承諾を得て使用することができる。 

2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなけ

ればならない。 

3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損

害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 

 

（契約不適合責任） 

第12条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないも

の（以下「契約不適合」という。）であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物

の引渡しによる履行の追完請求、代金減額請求、損害賠償請求又は契約の解除（以下「請求

等」という。）をすることができる。ただし、履行の追完に過分の費用を要するときは、発

注者は履行の追完を請求することができない。 

2 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第9条第3項の規定による引渡し（以下「引渡し」

という。）を受けた日の翌日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした請求等をする

ことができない。 

3 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が

検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、

当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受

けた日の翌日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。 

4 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の

根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 

5 発注者が第2項又は第3項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間（以下「契約不適

合責任期間」という。）の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、
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発注者が通知の翌日から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたと

きは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 

6 発注者は、第2項又は第3項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に

関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることがで

きる。 

7 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適

用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。  

8 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。  

9 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第2項の規定に

かかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をす

ることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この

限りでない。 

 

（遅延損害金） 

第13条 発注者は、受注者が工期内に工事を完成することができないときは、遅延損害金を請求

することができる。この場合の請求額は、請負代金額につき、遅延日数に応じ、年3パーセント

の割合で計算した額とする。 

 

（遅延利息） 

第14条 発注者及び受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を相手方の指定する期

間内に支払わないときは、その支払わない額に相手方が指定する期限の日の翌日から請負代

金支払の日までの間年3パーセントの割合で計算した利息を付した額を請求することができ

る。 

 

（紛争の解決） 

第15条 この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、

建設業法による建設工事紛争審査会（以下「審査会」という。）のあっせん又は調停により

その解決を図る。 

2 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前項の審査会のあっせん又は調停により紛争を解

決する見込みがないと認めたときは、同項の規定にかかわらず、審査会の仲裁に付し、その

仲裁判断に服する。 

 

（補則） 

第16条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定め

る。 

 

 


